
平成20年診療報酬改定概要（リハビリ関連）

■障害児（者）リハビリテーション料の引き上げ

■障害児（者）リハビリテーション施設要件緩和

■集団コミュニケーション療法1 単位につき５０点

■逓減制の廃止

■リハビリテーション総合計画評価料　300点（毎月算定可能）　

■脳血管疾患等リハビリテーション（Ⅲ）の新設

■リハビリテーション医学管理料は廃止

■早期リハビリテーション加算　３０点（１単位につき）

■ＡＤＬ加算の廃止

■疾患等リハビリテーション点数の見直し

■回復期リハビリテーション病棟に対する質の評価の導入

■重度患者回復病棟加算の新設

■回復期リハ施設基準の医師の要件緩和

PT-OT.NET　友清直樹
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tomokiyo-n@pt-ot.net 

資料は新たな情報あり次第更新していきます。
配布フリー　：著作は削除しないで下さい。
更新：平成20年３月３０日

更新：平成20年３月３０日

■廃用症候群に対する評価新設

■標準的算定日数を超えて一ヶ月当たり13単位まで算定可能

■標準的算定日数を超えて留意事項見直し

■心大血管疾患リハビリテーションⅠ施設基準の見直し

■心大血管疾患リハビリテーション料　通則の見直し

■呼吸器リハビリテーション料の対象患者の拡大

■診療報酬明細書の摘要欄記載事項見直し

■呼吸器リハビリテーションⅠの従事者拡大（作業療法士可能）




